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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のインストルメントパネルに組み付けられるボルスターであって、前記車両は、ス
テアリングコラム軸および該ステアリングコラム軸の両側に横方向に配置された少なくと
も２個のエネルギー吸収ブラケットを備えたステアリングコラムを備え、
　前記ボルスターは前部および後部に壁を備える単体構造を含み、
　前記前部の壁は前壁前面を有し、
　前記前壁前面は、前記ボルスターから前記エネルギー吸収ブラケットへと力を伝送する
第１および第２のボルスター伝送面を含み、
　前記ボルスターは、前記力のもとで、前記ステアリングコラムのために確保した車両空
間包囲範囲に侵入するほど前記ボルスターが屈曲しないように、複数の略横方向に延びる
リブ構造を含むと共に、装着時の前記エネルギー吸収ブラケットに対する前記ボルスター
の横移動を阻止するために前記ボルスターを横方向に支持する複数の略垂直に延びるリブ
構造をさらに含み、
　前記複数の略横方向に延びるリブ構造は、前記第１のボルスター伝送面付近から前記第
２のボルスター伝送面付近へと延び、
　前記複数の略横方向に延びるリブ構造は、前記力が試験標準によって規定された量以下
である場合、前記第１および第２のボルスター伝送面の真後ろでない１つまたは複数の点
に運転者の膝が衝突した際、鉛直面内で前記ボルスターの屈曲を阻止するための十分な強
度を有するボルスター。
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【請求項２】
　前記ボルスターがブロー成形されていることを特徴とする請求項１記載のボルスター。
【請求項３】
　前記ボルスターの前記複数の略横方向および略垂直に延びるリブ構造がステアリングコ
ラムプロテクタを一体的に構成していることを特徴とする請求項１記載のボルスター。
【請求項４】
　前記複数の略横方向に延びるリブ構造が、前記ボルスターが別体のステアリングコラム
プロテクタを必要としないように、鉛直面内での十分な屈曲強度を提供することを特徴と
する請求項１記載のボルスター。
【請求項５】
　前記複数の略横方向に延びるリブ構造が、前記ボルスター伝送面のうち少なくとも１つ
を横方向に超えて、前記ボルスターの横方向に延びることを特徴とする請求項３記載のボ
ルスター。
【請求項６】
　前記ボルスターが、前記後部の壁に加えられる力からのエネルギーを吸収するために、
前記前部の壁と前記後部の壁との間に配置されたエネルギー吸収くぼみを含むことを特徴
とする請求項１記載のボルスター。
【請求項７】
　　車両のインストルメントパネル組立体に組み付けられるボルスターであって、前記車
両は、ステアリングコラム軸および該ステアリングコラム軸の両側に横方向に配置された
少なくとも２個のエネルギー吸収ブラケットを備えたステアリングコラムを備え、前記ボ
ルスターは、後側構成部品後面および後側構成部品前面を備える後側構成部品、および
　後部の壁を備え、該後部の壁は前側構成部品後面および後内面を備える前側構成部品、
を有してなり、
　前記前側構成部品は前部の壁を備え、該前部の壁は前側構成部品前面および前内面を備
え、且つ装着時の前記エネルギー吸収ブラケットに対する前記ボルスターの横移動を阻止
するために前記ボルスターを横方向に支持する複数の略垂直に延びるリブ構造を含むこと
を特徴とするボルスター。
【請求項８】
　前記前側構成部品はブロー成形されたものであることを特徴とする請求項７記載のボル
スター。
【請求項９】
　前記ボルスターが、前記後側構成部品の前記後面に加えられる力を、ボルスター伝送面
付近の車両構造に伝送するためのボルスター伝送面を含むことを特徴とする請求項８記載
のボルスター。
【請求項１０】
　前記ボルスターが、前記ボルスター伝送面のうち１つの真後ろ以外で前記後側構成部品
の前記後方を向く面に加えられる力を、前記ボルスター伝送面へと伝送する略横方向に延
びるリブ構造を含むことを特徴とする請求項９記載のボルスター。
【請求項１１】
　前記略横方向へ延びるリブ構造が、前記力の印加領域と前記ボルスター伝送面との間で
前記力を横方向に伝送する少なくとも１つの水平に作用する部材を含むことを特徴とする
請求項１０記載のボルスター。
【請求項１２】
　前記ボルスターが複数の前記略横方向に延びるリブ構造を含むことを特徴とする請求項
１１記載のボルスター。
【請求項１３】
　少なくとも１つの第１のこのようなボルスター伝送面が車両のステアリングコラム軸の
一方の側に横方向に配置され、および少なくとも１つの第２のボルスター伝送面が前記車
両のステアリングコラム軸の他方の側に横方向に配置されるよう、前記ボルスターの前記
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ボルスター伝送面が配置されている請求項１２記載のボルスター。
【請求項１４】
　前記ボルスターが、前記第１および第２のボルスター伝送面の間の横方向距離にわたる
複数の略横方向に延びるリブ構造を含むことを特徴とする請求項１３記載のボルスター。
【請求項１５】
　前記軸上に配置されたステアリングコラムと接触するよう、前記後面に加えられる指定
された力のもとで、前記ボルスターが鉛直面内で垂直に屈曲しないよう、前記複数の略横
方向に延びるリブ構造が十分な水平方向の屈曲支持を有することを特徴とする請求項１４
記載のボルスター。
【請求項１６】
　前記複数の略横方向に延びるリブ構造が一体型ステアリングコラムプロテクタを含むこ
とを特徴とする請求項１５記載のボルスター。
【請求項１７】
　前記後面に加えられる力から生じるエネルギーのうち少なくとも一部が前記ボルスター
によって吸収されるよう、前記ボルスターがエネルギー吸収構造をさらに含むことを特徴
とする請求項１６記載のボルスター。
【請求項１８】
　前記複数の略横方向に延びるリブ構造が垂直方向に間隔があけられており、認容可能な
横方向の幅および認容可能な垂直方向の高さを持つ水平に支持する梁を提供することを特
徴とする請求項１４記載のボルスター。
【請求項１９】
　前記ボルスター伝送面が、前記少なくとも２個の間隔をおいて離れたエネルギー吸収ブ
ラケットに接触することに適していることを特徴とする請求項９記載のボルスター。
【請求項２０】
　前記ボルスター伝送面が前記エネルギー吸収ブラケットを含み、前記エネルギー吸収ブ
ラケットが車両インストルメントパネルのクロスメンバーに取り付けられることに適して
いることを特徴とする請求項１９記載のボルスター。
【請求項２１】
　前記後側構成部品が射出成形されたものであることを特徴とする請求項７記載のボルス
ター。
【請求項２２】
　前記後側構成部品が、前記後部の壁および前記前部の壁を通って延びる支柱を備え、該
支柱の先端に熱を加えて形成される頭部によって前記前側構成部品に固定されていること
を特徴とする請求項１２記載のボルスター。
【請求項２３】
　前記略横方向に延びるリブ構造が、前記前部の壁が前記後部の壁に接触する領域によっ
て画成されていることを特徴とする請求項１０記載のボルスター。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の説明】
【０００１】
　本出願は、２００３年９月５日に出願された米国仮特許出願第６０／５００，４６６号
による特典を主張し、当該出願は参照により全体が本出願に組み入れられる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は自動車のインストルメントパネル用のボルスターに関し、特に車両のステアリ
ングコラムに隣接して配置されるボルスターに関する。
【背景技術】
【０００３】
　乗用車およびトラック等の自動車の製造において、事故時における乗員の傷害の確率お
よび／または重症度を低減するために車両が満たすべき安全基準が数多くある。
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【０００４】
　例えば米国において、安全基準ＦＭＶＳＳ／２０８は前面衝突時の乗員の衝突保護を取
り扱っている。安全基準を満たすためには、インストルメントパネル組立体の一部が、衝
突時に運転者の膝から与えられる衝撃のエネルギーの少なくとも一部を吸収することが要
求されている。衝突時の運転者の膝からの衝撃に持ちこたえるよう構成されているインス
トルメントパネルの一部分はボルスターと呼ばれている。インストルメントパネルのうち
ベルトラインより下方の部分である。
【０００５】
　政府による試験が、車両が安全基準を満たすかどうか決定するために、統計的に平均的
な体格の男性乗員を基準として実施される。平均的な体格とは統計的に決定された体格で
あり、母数の５０％はこれより大きく、母数の５０％はこれより小さい。
【０００６】
　また車両の安全基準は、車両のステアリングコラムに関連して特別な設計パラメータも
要求している。ステアリングコラムは、衝突中に運転者の胸部がハンドルに接触する場合
には、軸方向に移動するよう設計されなければならない。大部分のステアリングコラムは
軸方向に崩壊するよう設計されており、および、ステアリングコラムは、車両内の他の構
造による衝撃を受けないという前提で計算され、この崩壊構造を備えて配置されおよび設
計されている。車両の衝突安全設計のさらに別の態様では、運転者の膝は、ボルスター領
域に、片膝がステアリングコラムの軸のいずれかの側面に当たって接触する。運転者の膝
がボルスター領域に接触すると、ボルスターは略鉛直面を中心に屈曲するかもしれない。
ボルスターを鉛直面周辺で曲げた結果、ボルスター自体を含むインストルメントパネル構
造の一部が、ステアリングコラム構造に割り当てられた空間包囲範囲を侵すかもしれない
。この周囲構造とステアリングコラムの間に任意の接触があると、ステアリングコラムの
崩壊特性はその設計に従って、周囲構造からの接触が原因となって変化するであろう。
【０００７】
　この問題に対処するために、自動車設計において、インストルメントパネル構造に取り
付けられ、およびステアリングコラム包囲範囲を取り囲む比較的強度の高い構造、典型的
には金属板を含めることが日常的である。金属板はボルスターまたはその下方のインスト
ルメントパネル構造に取り付けてもよい。この金属板は、より適切にはステアリングコラ
ムプロテクタと呼ばれ、時には口語的にニースプリッタ（膝分割器）と呼ばれる。この構
造の機能は、運転者の両膝を離したまま維持することによって、膝、ボルスターまたは他
の周辺構造のいずれもステアリングコラム包囲範囲に侵入しないようにすることである。
これによって、設計された機能に従って、ステアリングコラムが確実に崩壊する。
【０００８】
　今日の大部分の車両が、ボルスターに対する運転者の膝による衝撃によって生じたエネ
ルギーの吸収を助けるよう組み込まれた構造を備えている。典型的には大部分の車両は、
ステアリングコラム包囲範囲の外側にあるステアリングコラム軸のいずれかの側面に取り
付けられたエネルギー吸収ブラケットを備えている。エネルギーは運転者の膝がボルスタ
ーに接触し、ボルスターをエネルギー吸収ブラケットに向けて押し付ける時に散逸し、お
よび一部のエネルギーはエネルギー吸収ブラケットによって散逸する。エネルギー吸収ブ
ラケットは、車両形状による制約を受ける平均体格の人員に対して保護を与えるよう配置
されている。
【０００９】
　既存設計の包囲範囲において、自動車のハンドル領域に適用されるボルスターは、ステ
アリングコラムプロテクタとともにボルスターを含む比較的複雑な構造である。ボルスタ
ーは一般に、ボルスターがなければ車両乗員から見えるインストルメントパネルの表面と
なっており、このためボルスター領域は所定の外観特性を満たさなければならない。従来
、ボルスターは射出成形部品から構成されており、射出成形部品は車両内で目に見える表
面に対して良好な外観特性を有する。しかし射出成形の性質そのものにより、射出成形工
程によって製作される部品は、射出成形工程に使用されるプラスチック樹脂からそうでな
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ければ得られるであろう強度よりも弱い。このような設計において、適切な外観特性を有
する射出成形製のボルスターが作成され、ボルスターが金属板によって強化されている。
ステアリングコラムプロテクタは、運転者の膝が、エネルギー吸収ブラケットの略真後ろ
に位置することを前提として、ステアリングコラムを保護する機能を果たしている。
【００１０】
　これは製造するのに複雑かつ費用が高価な構造である一方、運転者の膝が、エネルギー
吸収構造の略真後ろに位置していなければ何が起きるであろうかという問題もある。これ
は、運転者が５０パーセンタイル値の成人男性の体格を満たないことが原因かもしれず、
運転者の着座位置のために、膝がエネルギー吸収ブラケットの真後ろ以外のいずれかの位
置に位置するかもしれない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第一の態様によると、自動車のインストルメントパネル組立体に組み付けられ
るボルスターは、ブロー成形された構成部品を含み、このブロー成形された部品は略後壁
および略前壁を備える。ボルスターは第１および第２のボルスター伝動面および複数の略
水平に延びるリブ構造を備え、このリブ構造は第１のボルスター伝動面付近から第２のボ
ルスター伝動面付近へと延びることによって、第１および第２のボルスター伝動面の真後
ろ以外の位置にあるボルスターの後壁に加えられる力を、そのボルスターを介して該ボル
スター伝動面へと伝送することができる。ボルスターは、ボルスターが標準的な力を受け
る場合に、略鉛直面を中心としたボルスターの大幅な変形を防止するためには十分な力を
有している。
【００１２】
　本発明の別の態様によると、自動車のインストルメントパネル組立体に組み付けられる
ボルスターが提供され、ボルスターは後側構成部品を含み、この後側構成部品は後側構成
部品後面および後側構成部品前面を備える。また、ボルスターは前側構成部品も備え、こ
の前側構成部品は略後壁を備え、この後壁は前側構成部品後面および内面を有し、前記前
側構成部品は略前壁を備え、この略前壁は前側構成部品前面および前内面を備える。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によると、前側構成部品はブロー成形されている。
【００１４】
　本発明の特に好ましい実施形態によると、後側構成部品は射出成形されている。
【００１５】
　本発明の別の態様によると、ボルスターは後側構成部品の後面に加えられる力をボルス
ター伝送面に伝送するためのボルスター伝送面を含む。
【００１６】
　本発明の別の態様によると、ボルスターは、後側構成部品の後面に加えられる力をボル
スター伝送面の真後ろ以外でボルスター伝送面に伝送するためのリブ構造を含む。
【００１７】
　本発明の種々の他の特徴および目的は、本発明の好ましい実施形態の以下の説明を参照
することによって完全に理解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は一体型ボルスター１０を示す。ボルスター１０は前方を向く面１２および後方を
向く面１４を有する。車両内の方向に言及するために、前後方向または後向きならびに前
向き方向が、本開示全体にわたって使用されている。ボルスターの後方を向く面は車両の
乗員車室中から見え、また前面は前バンパーに面し、一般に車両内部からは見えない面で
ある。ボルスターは典型的には平面ではなく曲面構造であり、このため本開示中全体にわ
たって面および壁は略後および略前と言及されることが理解されるであろう。
【００１９】
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　図２を参照すると、ボルスター１０は前壁（前部の壁）１６および後壁（後部の壁）１
８を備えた中空構造である。後壁１８は、後面２０および後壁内面２２を備える。前壁１
６は前面２４および前壁内面２６を備える。
【００２０】
　ボルスター１０は、第１のボルスター伝送面３０および第２のボルスター伝送面３２を
含む。ボルスター伝送面３０および３２は、図示されていないエネルギー吸収ブラケット
と係合するよう配置され構成されている。エネルギー吸収ブラケットは、略Ｕ字形状であ
り、凸部が車両の略前方方向に配置され、後方は略直線部である。エネルギー吸収ブラケ
ットはインストルメントパネルのクロスビームまたはその他相対的に剛性の高い構造等、
他の車両構造に固定されている。エネルギー吸収ブラケットは、衝突事象中にエネルギー
を吸収するよう意図されている。
【００２１】
　ボルスターはステアリングコラム用の切欠を備えるよう構成されている。これは図１に
おいて４０で示される曲線によって示されている。点４２は、ボルスター１０がインスト
ルメントパネル組立体に装着される時の、ステアリングコラムの軸位置を示すことを意図
している。ボルスター伝送面３０および３２は、ステアリングコラム軸４２のいずれかの
側面に横方向に存在することに留意されるであろう。これは大部分の標準車両におけるエ
ネルギー吸収ブラケットの通常位置である。これは、衝撃時の運転者の膝は、ステアリン
グコラムのいずれかの側面に横方向に存在するという前提に基づいている。
【００２２】
　エネルギー吸収ブラケットは、ボルスターと接触する相対的に直線的な平面を備えてい
るので、ボルスター伝送面３０は有利には、１対の略垂直に延びるリブ構造５０および５
２によって囲まれている。ボルスター伝送面３２は類似の１対の略垂直に延びるリブ構造
５４および５６によって囲まれている。図１を参照すると、ボルスター１０は略水平に延
びるリブ構造６０を含むことも留意される。図示した実施例では、４個のこのようなリブ
構造６０ａ、６０ｂ、６０ｃおよび６０ｄがある。
【００２３】
　リブ構造５０、５２、５４、５６および６０は、前壁および後壁を図２に示すように互
いに接触するように成形することによって、ブロー成形手順において形成される。ブロー
成形工程では、パリソンが押し出され、パリソン上方の金型部が型閉される。吹込み用の
気体がパリソン内部に供給され、およびパリソンは金型部の金型キャビティの壁に向かっ
て拡大する。金型キャビティは突起を備えてもよく、突起は固定されていても、または１
個または複数個の可動構成部品を備えてもよい。ブロー成形工程の間、パリソンは金型内
部のスライドまたはその他の構造による操作によって、図２に示すように略前壁を略後壁
に接触させてもよい。図１および２に示すように、これによって略長手方向に延びるリブ
が形成される。
【００２４】
　リブが長手方向に延びている図２に示すものの代替として、リブは連続する円錐、くぼ
みまたは凹部からも形成できるであろう。長手方向に延びるリブを提供するほかに、一連
のこのような円錐、くぼみまたは凹部は、長手方向に延びるリブと同じ構造強度を提供す
ることができる。円錐または凹部は前壁において最も有利に形成されることによって、前
壁が後壁に接触し、後壁は相対的に円滑な曲面を維持している。これは、ボルスター１０
の後方に面する壁が、車両内で目に見える面を提供することから、外観上の目的である。
本開示および請求項においてリブ構造という用語は、前壁および後壁を接触させることに
よってブロー成形された構造に対して強度および補強を提供する、リブ、円錐、くぼみ、
凹部等何であれ、これら構造すべてを説明するために使用されている。
【００２５】
　略垂直に延びるリブ５０および５２は、典型的なエネルギー吸収ブラケットの略直線部
は両者の間にぴったりと嵌合されるよう互いに間隔があけられている。略垂直に延びるリ
ブ構造５４および５６も、同様に配置されている。このように、略垂直に延びるリブ５０
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および５２、ならびに５４および５６は、エネルギー吸収ブラケットに対してボルスター
１０を横方向に位置決めする役割を果たしている。これは、エネルギーがボルスター１０
からエネルギー吸収ブラケットへと伝送されるためには有利であり、ボルスターはブラケ
ットに対して横方向に移動しないため、確実に、ボルスター伝送面３０および３２をエネ
ルギー吸収ブラケットと直接接触させて保つことができる。
【００２６】
　略水平に延びるリブ６０は、ボルスターを横切って横方向に延びる。リブ６０は、第１
のボルスター伝送面３０付近から第２のボルスター伝送面３２付近へと延びる。有利には
図１に示すように、リブ構造６０はボルスター伝送面３０および３２へと横方向に延びる
ことができ、および各ボルスター伝送面３０および３２のもう一方の面へと横方向に延び
ることもできる。
【００２７】
　標準的な設計基準は、５０パーセンタイル値の成人男性運転者は膝がエネルギー吸収ブ
ラケットの真後ろに位置していると仮定しているものの、ボルスター１０は、概ね水平方
向を向いた梁として作用することによって、膝による衝撃がエネルギー吸収ブラケットの
真後ろ以外およびボルスター伝送面３０および３２で起こりうる。万一運転者の片膝また
は両膝が両ボルスター伝送面の間にあるボルスターに接触すると、次にエネルギーは、い
ずれかの側面に横方向に伝送され、ここではボルスター伝送面によって伝送され、次にエ
ネルギー吸収ブラケットまで伝送することができる。運転者の片方の膝またはもう一方の
膝がボルスター伝送面から外に向かって横向きに位置している場合、水平方向を向いたリ
ブ構造６０の押し出し部が、力をボルスター伝送面へと伝送する役割を果たす。
【００２８】
　有利には図１および２に示すように、ボルスター１０は複数の水平に延びるリブ構造６
０を含む。複数のこのような水平に延びるリブ構造を含めることによって、ボルスター１
０には、ボルスターは略鉛直面周辺で大幅に屈曲しないよう大きな強度を提供することが
できる。略水平に延びるリブ構造６０によってボルスター１０に組み込まれた強度のため
、またボルスターはしたがって鉛直面周辺で大幅に屈曲しないことから、ボルスターは曲
面４０の形状または位置を大幅に変えることがなく、この曲面は、衝突事象中はステアリ
ングコラムの設計包囲範囲の外側に存在する。水平に延びるリブ構造６０を内蔵すること
によって、別体のステアリングコラムプロテクタの必要性が取り除かれた。むしろブロー
成形された構造のリブ構造６０によって、ボルスターの水平方向の屈曲強度が提供されて
いる。
【００２９】
　ボルスター１０は、典型的なトリム成形クリップ７０または取り付けフランジ７２の使
用によって、周囲のインストルメントパネル構造に取り付けることができる。種々の他の
取り付けシステムを使用して、ボルスターを位置決めしてもよい。
【００３０】
　図１および２に示される発明の実施形態は、別体のステアリングコラムプロテクタの必
要性をなくす一体型ボルスターである。後壁１４の面２０が車両内から見えるであろう。
車両の特性に応じて、面２０は塗装すれば十分であるかもしれない。または面２０は適切
な外観を提供するために、最後方の面１４を提供する一種の表皮で被覆してもよい。
【００３１】
　発明の代替的な実施形態を図３、４、５および６に示す。これら２つの実施形態の間に
はいくつかの類似点があるため、類似の数字が類似の面を表すために使用されてきた。主
な違いは、図３、４、５および６に示すボルスター１１０が、追加構成部品である後側構
成部品１２１を含むことである。ボルスター１１０は、大部分の面でボルスター１０に類
似した前側構成部品１１１を含む。後側構成部品１２１は、後側構成部品後面１２３およ
び後側構成部品前面１２５を備える。
【００３２】
　後側構成部品１２１は、車両の車室内の人員に対して後方を向く面１２３を呈している
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。有利には、後側構成部品１２１は、射出成形された構成部品である。射出成形は、適切
な外観特性を有し、このため該面１２３は、射出金型から作られる部品であるため、さら
に留意することなく適切であるかもしれない。しかし後面１２３は、特定の車両の外観上
の必要性を満たすために、塗装しても、表皮で被覆しても、またはその他適切な表面処理
を行ってもよい。前面１２５が前側構成部品１１１を備えた組立体上に存在することによ
って、後側構成部品の前面１２５が前側構成部品の後壁１１４に接触する。
【００３３】
　図５に示すように、後側構成部品１２１は有利には、１つまたは複数の熱支柱（支柱）
１３１を使用することによって、前側構成部品１１１に取り付けられてもよい。熱支柱は
、射出成形された構成部品１２１から前側構成部品１１１に形成された適切な開口を介し
て外方向に延びる略突起である。次に熱が熱支柱の先端に加えられ頭部または厚肉部を形
成して、後側構成部品１２１の前側構成部品１１１に対するする適切な保持を提供する。
図３および６に示すように、３個のこのような熱支柱がボルスター１１０に備えられてい
る。
【００３４】
　図１および２に示す実施形態において、ボルスター１０は十分な横方向の長さ及び垂直
方向の高さを有し、そのためボルスターは好ましい外観機能を提供しおよび車両内の外観
包囲範囲を閉じている。
【００３５】
　図３、４、５および６に示す実施形態において、前側構成部品１１１はボルスター１０
に関連して論じられた強度要件を提供するが、隣接するステアリングコラム包囲範囲に向
かって下方に垂直に延びる必要はない。こうして、図３、４および５に示す実施形態では
、ステアリングコラム包囲範囲を取り囲む周辺部１４１は、前側構成部品１１１の一部と
いうよりも後側構成部品１２１の一部である。しかし、図１および２の実施形態と同じよ
うに、縁部１４１の位置および形状は、運転者の膝とボルスター１１０との接触を伴う衝
突の間に大幅に変わることはないであろう。前側構成部品１１１によって十分な強度が提
供されて、後側構成部品１２１の任意の大幅な変形を防止している。
【００３６】
　事実上、ボルスター１１０のブロー成形部は水平的および垂直的な両方の意味において
、構造的強度を提供している。水平に延びる単数または複数のリブ構造（１６０ａ、１６
０ｂ、１６０ｃ、１６０ｄ）は単数または複数の衝撃点からボルスター伝送面へと力を伝
送するよう作用する。垂直に延びる構造もまた、荷重を伝送する機能を果たし、ボスルタ
ー伝送面の垂直上方または下方にあってもよい。こうして略垂直に延びるリブ構造は、衝
撃荷重の分配を助けることによって、複数の水平に延びるリブ構造のすべてがボルスター
伝送面への荷重の伝送を共に担う。本明細書中に示される好適な実施形態では、リブ構造
は略水平および略垂直に延びるが、リブ構造の厳密な方向は単に好みの問題であることが
認識されるであろう。特に、凹部、くぼみまたは円錐様の穴を使用する場合、ボルスター
に組み込まれている強化用のリブ構造の列を、種々の方向に配置して、本明細書で論じら
れている必要な水平および垂直の荷重伝送経路を提供してもよい。
【００３７】
　本明細書に記載される好ましい実施形態において、ボルスター１１０を典型的なエネル
ギー吸収ブラケットを内蔵する既存のインストルメントパネル設計中に使用してもよい。
しかし図７に示すように、本発明の概念を利用して、２００に示すエネルギー吸収ブラケ
ットをボルスターに内蔵してもよく、これを２０２に示す。このような場合、ボスルター
伝送面はエネルギー吸収ブラケット２００の一部となるであろう。この種類のシステムが
あれば、一体型エネルギー吸収ブラケット２００を備えたボルスター２０２を含む副組立
体を利用することができる。これは次に、（図示しない）インストルメントパネルのクロ
スビーム等の車両構造構成部品に取り付けてもよい。
【００３８】
　図７に示すものに対するさらに別の実施形態として、エネルギー吸収ブラケットを完全
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に一体化するのではなく、部分的にボルスターに一体化してもよい。例えば、エネルギー
吸収ブラケットは略Ｃ字形状をしていてもよく、ボルスターは、Ｃ字型ブラケットを補完
する十分な構造を含むことによって、上記に示し説明したボルスターおよびブラケットに
対して類似の機能を提供することができる。
【００３９】
　本発明のこれら実施形態を論じるにあたっての概念は、力がボルスターの最後面に加え
られるということである。ボルスター１０の実施例において、それはブロー成形された構
成部品の後壁であろう。ボルスター１１０の実施形態の場合、力は最初に後側構成部品１
２１に向けられる。しかし、特にブロー成形されたボルスター１０および前側構成部品１
１１に関しては、ブロー成形された構成部品自体の内部にエネルギー吸収構造を内蔵する
ことも可能である。これはブロー成形された構成部品の後壁と前壁との間に延びる多数の
くぼみを含むことによって行ってもよい。これらくぼみは、ブロー成形された構成部品の
後壁の崩壊によって、衝撃エネルギーのち少なくとも一部が、ブロー成形された構成部品
の前壁に向かって消散するよう、衝撃のエネルギーの離散を助ける。前壁に到達したエネ
ルギーは、エネルギー吸収ブラケット中でさらにエネルギー吸収を行うために、次にボル
スター面へと伝送することができる。
【００４０】
　上述の記載は好ましい実施形態の記載を構成しているが、付随する請求項の公平な意味
から逸脱することなく、本発明が修正および変更を受けることが可能であると理解される
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す斜視図
【図２】図１に示す実施形態の線２－２に沿った断面図
【図３】本発明の別の実施形態の斜視図
【図４】図３に示す実施形態の線４－４に沿った断面図
【図５】図３に示す実施形態の線５－５に沿った断面図
【図６】図３に示す実施形態の分解図
【図７】本発明のさらに別の実施形態の斜視図
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